
 公 告  

  

岡崎市東大友町障がい児者通所施設建設工事について制限付き一般競争入札を行います

ので、入札参加を希望する者は、入札参加申請書に所定の事項を記入し、提出してくださ

い。  

  

２０２６年２月１６日  

  

社会福祉法人 岡崎市福祉事業団 

理 事 長  伊 藤  茂  

  

１ 制限付き一般競争入札に付する事項  

（１）工事名  

    岡崎市東大友町障がい児者通所施設建設工事  

（２）工事場所  

   愛知県岡崎市東大友町字土下５４－１外 

（３）工事期間 

契約締結日の翌日から２０２７年１月３１日まで  

（４）工事の概要  

ア 建物の用途 

生活介護事業 

就労継続支援 B型事業 

放課後等デイサービス事業 

    イ 建物の構造及び面積 

    木造２階建て（本体） 建築面積 約５１０㎡ 延床面積 約７９０㎡ 

    ウ 敷地面積 

    約１，９２０平方メートル 

    エ 工事内容 

上記建物に係る建築工事、機械設備工事、電気設備工事、地盤改良工事 

（５）予定価格 

有 

（６）最低制限価格 

   無 

  

 

 



２ 入札参加資格 

対象工事の制限付き一般競争入札に参加できる者は、次に掲げる条件をすべて満たし 

た者とする。 

〔必要な条件〕  

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項第１号及び第

２号の規定（当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産手続開始の

決定を受けて復権を得ない者）に該当していないこと。  

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２

５号）に基づき手続開始の申し立てがなされている者（手続き開始決定後、資格の

再認定を受けた者を除く）でないこと。  

（３）建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の規定による建設業の許可を

受けていること。  

（４）２０２５年度「岡崎市入札参加資格者名簿」の「建築」に登載されており、入札参

加業者募集の公告の日から入札を実施する日までの期間において、建設業法に基づ

く営業停止、「岡崎市入札参加停止措置要領」に基づく入札参加停止又は「岡崎市が

行う事務又は事業からの暴力団排除に関する合意書」に基づく排除措置を受けてい

ないこと。  

（５）岡崎市内に本店を置き、建設業を営んでいること。  

（６）岡崎市総合評定値算定基準において、建築の評定値が９００点以上であること。  

  

３ 入札参加申請方法  

（１）参加希望者は、受付場所へ期限までに以下の提出書類を持参してください。 

（ア）制限付き一般競争入札参加申請書（QRコードからダウンロードしてくださ

い。） 

 

（イ）会社案内（パンフレット等） 

（ウ）建設業許可証明書（写） 

（エ）担当者名刺  

（２）受付場所 

岡崎市美合町字下長根２番地１  高年者センター岡崎（とはなす岡崎） 

社会福祉法人岡崎市福祉事業団 担当：総務課     

電話番号 ０５６４－５５－０１１１  

工事内容に関する問合先 

障がいサポート課 総務班 電話番号０５６４－２４－１７５４ 

 



（３）受付期間     

公告日の翌日から２０２６年３月１０日（火）まで（土曜、日曜日及び祝日を除

く。）の午前９時から午後５時まで。 

  

４ 入札参加の決定及び質疑等  

（１）受付終了後、審査を行い入札参加の可否について、入札参加申請を受け付けた日か

ら５日以内（土日祝日除く）にメールにより通知します。入札参加決定者は、通知

書に記載されている URL から設計書、入札参加心得等をダウンロードしてくださ

い。 

（２）質疑や入札に関する取扱いについては、入札参加心得を確認してください。  

  

５ 入札執行日時・場所 

（１）日  時  ２０２６年３月１９日（木）午後２時００分から 

（２）場  所 岡崎市美合町字下長根２番地１ 高年者センター岡崎（とはなす岡崎） 

２階 会議室 

  

６ その他  

（１） 落札者は、契約前に必ず契約内容等の確認及び打合せの上、契約書を作成するもの

とします。なお、入札保証金は免除します。  

（２） 契約に当たっては工事完成保証人を立てるか、又は工事保証のための工事履行保証

保険契約（請負代金額の１０分の１）を締結してください。  

（３） 落札した業者が業務の全てを一括して下請けに出すことは認められません。  

（４） 提出された書類は返却しませんが、提出者に無断で他の用途には使用しません。  

（５） 申請書の作成及び提出に要する費用はすべて提出者の負担とします。  

（６） 契約の締結は２０２６年４月頃を予定しています。  

（７） 本工事に係る契約の締結については、当法人理事会の議決事項であり、不承認とな

った場合は工事を中止しますが、これにより生じた損害は一切補償しません。  

  


